
2．医療区分lこ追加すべき項目  

図表 医療区分3に追加すべき項目（全自由回答、調査項目順）  

内容   集計  コメント等   

基本情報「調査病棟に入院する前の   自宅または老健から症状が悪化して入院した患者（一般病院と近   

状況」  6       い役割を果たした場合）   

意識障害者である（JCSⅡ－3又は   2  ①意識障害者基準はそのまま。②JCSlOOから300   
GCS8点以下）  

①せん妄の基準はそのまま。7日間の限定を外し常時区分3。②  
せん妄の兆候・混乱した思考・意識  3      「d．落ち着きがない」単独。   

うつ状態、不安、悲しみの気分の兆   口  

候  

問題行動   6  2項目以上該当の場合。   

（む糖尿病はインスリン使用、透析などを必要としている患者も多く、  

糖尿病   
透析は区分2であるが3以上が必要。インスリン使用もやはり3以  

3          上が必要。②インスリン注射施行かコントロー／レ困難。③重度の糖  
尿病性壊症。   

不整脈   
常時注意を要し、浮腫等を認め加療を要する。又は時々発作を生  

6      じる。   

うっ血性心不全   
（丑注意を要し、浮腫等を認め加療を要する。又は時々発作を生じ  

2      る。②重度の心不全。   
急性心不全   ①常時注意を要し、浮腫等を認め加療を要する。又は時々発作を  

4      生じる。②心不全急性増悪。（∋重度の心不全。   

慢性心不全   
①治療により、脱水と著明な浮腫（肺うっ血）を繰り返す心不全の  

2      状態。②重度の心不全。   

虚血性心疾患   
常時注意を要し、浮腫等を認め加療を要する。又は時々発作を生  

6      じる。   
大腿骨頚部骨折   口  骨が接合するまで。   

脊椎圧迫骨折   ロ  骨が接合するまで。   

その他の骨折   口  骨が接合するまで。   

アルツハイマー病   口  急性期、リハビリ期、又は認知症連行時、排掴。   

語症   口  急性期、リハビリ期、又は認知症進行時、排掴。   

脳性麻痺   2  急性期、リハビリ期、又は認知症連行時、排掴。   

脳梗塞   
（丑急性期、リハビリ期、又は認知症進行時、排梱。②脳卒中急性  

2   期。   

脳出血   
①急性期、リハビリ期、又は認知症進行時、排梱。②脳卒中急性  

2   期。   
アルツハイマー症以外の認知症   6  急性期、リハビリ期、又は認知症進行時、排佃。   

片側不全麻痺・片麻疹   n  急性期、リハビリ期、又は認知症進行時、排梱。   

多発性硬化症   
①難病の重度障害者、難病の急性増悪時。②これらは理由という  

2      より当然である。   

パーキンソン病関連疾患   
（D難病の重度障害者、難病の急性増悪時。②これらは理由という  

3      より当然である。   
①重度四肢麻痺の脊椎損傷。②四肢の完全麻痺。③頻回の喀疾  

四肢麻痩   4      吸引を要する四肢麻痩（脊髄）。④これらは理由というより当然であ  

る。   

仮性球麻痺（碑下障害を伴うのもの   6  これらは理由というより当然である。   
に限る）  

①神経難病は疾患名より状態像にて医療区分を決めるべきであ  

その他の神経難病   4      る。②難病の重度障害者、難病の急性増悪時。③これらは理由と  

いうより当然である。   

神経難病以外の難病   
（D難病の重度障害者、難病の急性増悪時。②これらは理由という  

2      より当然である。   
脊髄損傷   2  ①頻回の喀疾吸引を要する四肢麻痺（脊髄）。②これらは理由とい   
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うより当然である。   

Ⅵ1．aa  口山自   
①発作時、体動時の酸素任用者、状態の変化がしばしばある。②  

2  

①HughJonesV度の状態は、通常動脈血酸素飽和度低下を伴う  

ⅤIl．ab  肺気腫・慢性閉塞性肺疾患（COPD）  5       ので。②発作時、体動時の酸素使用者、状態の変化がしばしばあ  

る。③   

Ⅵ1．ac  がん（悪性腫瘍）   
①痺痛コントロールを行うには、管理に伴い、人手を要する。②痺  

4       痛コントロールは麻薬か準麻薬使用。③痺痛高度の悪性腫瘍。   
Ⅵ1．af  肝不全   2  胸腹水、脳症、低アルブミン、浮腫。   

Ⅵ1新規  肝硬変（ChildC）   

Ⅵ1新規  肝性脳症   

Ⅵ1新規  難病全て   

Ⅵ2．a  抗生物質耐性菌感染   口  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．b  後天性免疫不全症候群   n  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

①検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。（塾肺炎  

Ⅵ2．c  肺炎   
（重症）は区分3とすべし。③常に見守りと治療が必要となる。④肺  

6            野に浸潤影を認める肺炎（生命の危険が大きい）。医療区分2の  
19を改変する。   

Ⅵ2．d  上気道感染   口  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．e  敗血症   3  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．f  多剤耐性結核   6  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．g  上記以外の結核   6  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．h  尿路感染症（過去30日間）   6  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．i  ウイルス性肝炎   検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．j  急性胆嚢炎   6  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．k  急性腹膜炎   6  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．1  急性膵炎   口  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．m  創感染   6  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．n  皮膚の疾患一感染症   6  検査を要する、加療を要する（急性期のみではない）。   

Ⅵ2．新   重症疾患一感染症   
規  

2  重篤な感染症。   

Ⅶ1．a  脱水   2  

Ⅶ1．c  発熱   田  不明熱（3臥0度以上）   

1Ⅶ1．e  体内出血   2  ケアキュア密度高いため。   

①常時見守り必要の為。②嘔吐に加え、発熱を伴う経菅栄養（誤  

Ⅶ1．r  嘔吐   3       喋があり、発熱の合併は呼吸器感染が生じていると考えられる）医  

療区分2の32を改変する。   

1Ⅶ3．a  個室における管理が必要   
終末期または急変による（一般病床における重症者等療養特別加  

2       算に準ずる状態）。医療区分3の9を改変する。   
終末期または急変により個室管理が必要な状態（一般病床におけ  

Ⅶ3．b   
急性症状が発生したり再発性や慢性   口       る重症者等療養特別加算に準ずる状態）。医療区分3の9を改変  
の問題が再燃した  

する。   

①療養病床におけるエンドステージの管理。②終末期ケア。③悪  

性腫瘍などによる終末期ケア。④悪性腫瘍の終末期（緩和ケア病  

末期の疾患であり、余命が6ケ月以  棟への入院を要する程度）。⑤神経疾患、認知症の終末期（緩和  
1Ⅶ3．c  

下である  ケアを行っている場合）。⑥終末期または急変により個室管理が必  

要な状態（一般病床における重症者等療養特別加算に準ずる状  

態）。医療区分3の9を改変する。   

①もちろんのこと区分3にかかる材料。手間は包括だけではなく、  
Ⅶ12．a  中心静脈栄養   2       加点制にすべき。②中心静脈カテーテル挿入を行った日。   
Ⅶ12．ヒ  末梢静脈栄養   四  終末期での対応はこれが一番普通である。   

①病状が悪化し、管理に伴い人手を要する。②胃療造設直接に  

チューブを抜かれると大変危険である。胃療造設7日間は医療区  

Ⅶ【2．c  経菅栄養   5            分3にすべき。③胃療交換後10日間（キズの確認）。④胃療這設  

等手技を行った日。⑤嘔吐に加え、発熱を伴う経管栄養（誤喋が  

あり、発熱の合併は呼吸器感染が生じていると考えられる）医療区   
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分2の32を改変する。   

縛癒   口  難治性の裾瘡（3度以上）の場合、医療区分3へ。   

皮膚のその他の問題   口  天癌創で範囲の広い物。   

強心剤注射   

昇圧剤、降圧剤の持続点滴   

リハビリテーションが必要な疾患が発  

祥してからの日数が15日から30日  

以下   

抗がん剤療法   口  モルヒネ、抗癌剤の投与を行っている末期癌。   

①透析は区分2であるが3以上が必要。②透析患者が肺炎等重  

症感染に陥った及び脳梗塞等を併発した場合に、24時間監視す  

透析   
る程ではないが、診断が出来ない様な場合。③透析の必要な患  

5              者はコスト的に区分3へ。④透析（重症）は区分3とすべし。（9ADL  
区分2、3で通院困難である透析患者（合併症があり、種々の処  

置、投薬、検査のコストが大きい）。医療区分2の31を改変する。   

吸引   
①頻回の吸引。②常時見守り必要の為。③ケアキュア密度高いた  

4      め。④頻回の噂疾吸引を要する四肢麻痺（脊髄）。   

気管切開口・気管内挿管のケア   
（D頻回の観察および処置を要する。②気管切開を行った日。③気  

3      管切開（発熱が無くても）。   
血   4  輸血を実施する状態。   

レスピレーター   
もちろんのこと区分3にかかる材料。手間は包括だけではなく、加  

6      点制にすべき。   
①悪性腫瘍の終末期（緩和ケア病棟への入院を要する程度）。②  

緩和ケア   4      神経疾患、認知症の終末期（緩和ケアを行っている場合）。③モル  

ヒネ、抗癌剤の投与を行っている末期癌。   

痺痛コントロール   

血糖チェック   2  ケアキュア密度高いため。   

インスリン皮下注射   
（Dインスリン療法で毎日スライディングスケールを実施している場  

2      合。②インシュリン強化療法。   
新規：急変等死亡日   

新規：入院日及び急性期病院への  

転院日   

①3つ以上重複した場合は医療区分3とすべき。②医療区分2該  

医療区分2の項目が重複した場合  3      当が3から5個以上。（∋医療区分2を複数持っている人（経管と  
肺炎）   

急性増悪した場合あるいは亜急性期  

で医療の必要なものは医療区分3に  

追加すべき。   

急性疾患で治療を行っている状態  

（発症から14日以内）   

現在経過措置で医療区分3となって  

いる「別表12」に掲げられている疾患   

や病態は措置終了後も医療区分3と  

するべき。   

図表 医療区分2に追加すべき項目（全自由回答、調査項目順）  

設問番号内容  集計  コメント等   

基本情報「調査病棟に入院する前の   一般病院からの転院の際は状態不安定であることが多く、入  

口  

Ⅱ1．1   意識障害者である   7  意識障害があり経菅栄養の状態   

Ⅱ3   

日常の意思決定を行うための認知能  

力   
n  認知症   
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日常の意思決定を行うための認知能  

力：限定的な自立   
ロ  自立でない以外は区分2以上、特に問題行動。   

日常の意思決定を行うための認知能  
6  自立でない以外は区分2以上、特に問題行動。   2  

力：軽度の障害  

日常の意思決定を行うための認知能  
①。認知症で投薬を受けている状態、または高度の認知症  

2       （認知症老人の日常生活自立度Ⅲ以上）。②自立でない以  
力：中程度の障害  外は区分2以上、特に問題行動。   

①認知症で投薬を受けている状態、または高度の認知症  

;.4 
日常の意思決定を行うための認知能   （認知症老人の日常生活自立度Ⅲ以上）。②自立でない以  

力：重度の障害  3             外は区分2以上、特に問題行動。③認知症状が強い寝たき  
りの患者。  

せん妄の兆候・混乱した思考・意識   
庄）せん妄（意識障害）の症型は区分2とすべし（軽、中症）。  

2       ②せん妄の診断を確定したもので30日以内。   
コミュニケーション：（自分を）ほとんど  

4  またはまったく理解させることができ  

ない   

問題行動   6  排掴など問題行動がはげしい状態。   

a   排佃   
①排佃行動が著しい場合は24時間の監視必要。②問題行  

3       動、排掴者、ナースコール頻回。   
b   暴言   

C   暴力   

社会的に不適当な行為。騒々しい、叫  
．d  

ぶ、自傷行為、性的行動がある   

．e   ケアに対する抵抗。服薬、食事の拒否   

ADL自立度   
①寝たきりで感染症をくり返すもの。②自立でない以外は区  

2       分2以上、特に問題行動。   
．a   糖尿病   2  慢性内分泌疾患にて治療を行っている状態。   

．b   不整脈   2  慢性心疾患にて治療を行っている状態。   

．C   うっ血性心不全   
①慢性心疾患にて治療を行っている状態。②心不全の治療  

4       の評価を行ってほしい。   
．d   急性心不全   心不全の治療の評価を行ってほしい。   

．e   慢性心不全   8  心不全（NYHAⅢ度以上）。   

（∋高（低）血圧症にて治療を行っている状態。②高血症、高  

高血圧症   4       脂血症等で内服薬を調節している患者に対する評価（長期  

に同じ薬を飲んでいる人の差別化）。   

①心筋梗塞発症3ケ月以内。②頻繁に医療対応が必要なも  
．g   虚血性心疾患   3   の。   
．h   大腿骨頚部骨折   

．i   脊椎圧迫骨折   2  

．j   その他の骨折   

．k 関節リウマチ   

．1   アルツハイマー病   2  囁下障害、歩行障害をともなうアルツハイマー型認知症。   

」Ⅵ  失語症   2  全失語症   

①脳梗塞については発症後150日から180日以内とする。  

，0   脳梗塞  2ミ脳梗塞（重度）は区分2へ。②脳血管障害で難病に準ずる症  
状を呈する患者。   

．t）   脳出血   田  脳血管障害で難病に準ずる症状を呈する患者。   

．（1   アルツハイマー病以外の認知症   6  囁下障害、歩行障害をともなうひまん性レビー少体病。   

．l、   片側不全麻痺・片麻痩   2  

．1二   パーキンソン病関連疾患   

．1J   四肢麻痺   6  頚椎損傷以外の四肢麻痺   

①仮性球麻痺を呈する病態。②複合疾患を有する仮性球麻  

．v7   仮性球麻痩   8       痺。③垂下障害があり、観察、訓練の必要なもの。食事介助  

が必要なもの。   

．aa  喘息   田  ①気管支喘息発作（軽症）。酸素吸入を必要としない気管支   
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喘息の発作。②入院治療を要するもの。③copDだけでなく  

拘束性呼吸不全にも配慮する必要がある。医療区分2の17  

に追加する。   

①HughJonesⅣ。②拘束性肺疾患で動脈血酸素飽和度が  

Ⅵ1．ab  肺気腫・慢性閉塞性肺疾患  
90パーセント以下。③慢性呼吸不全（HughJones分類IV、  

4    V）の状態。COPDだけでなく拘束性呼吸不全にも配慮する  
必要がある。医療区分2の17に追加する。   

（訂進行癌は、すべて医療区分2にすべき。②痔痛コントロー  

Ⅵ1．ac がん（悪性腫瘍）  
ルを行わない場合。③投薬処置を行っているもの。④痔痛以  

6    外のケア。⑤他臓器転移を伴った終末期（余命6ケ月以  
内）。医療区分2の20に追加。   

Ⅵ1．ad  腸閉塞  
推定Ccrが20ml／min以下で薬剤処方の制限、頻回な調節  

2   （単純クレアチニン値は高齢者では無意味である）。   
①慢性腎疾患にて治療を行っている状態。②腎性貧血を伴  

Ⅵ1．ae 腎不全  6   う腎不全患者（透析一歩手前）。③クレアチニン2．Omg／dl以  

上。④慢性腎不全（クレアチニン5ミリグラム以上）の状態。   

Ⅵ1．af  肝不全  
①慢性肝疾患にて治療を行っている状態。（∋肝性脳症また  

6   は腹水を伴うもの。③腹水、脳症を伴う非代償性肝硬変症。   
血症、肝性脳症を伴う  

Ⅵ1新規孟蒜  
Ⅵ1新規 輸血が必要な重症貧血患者  

Ⅵ1新規他科受診が必要となる病態  

Ⅵ1新規 対麻痺  

Ⅵ1新規＼止血機能低下を伴う肝機能障害  

Ⅵ1新規㌫㌫諾警冤芸若君ラ榊経   6  
急性期患者（区分3に  

Ⅵ1新規三  
①寝たきりで感染症をくり返すもの。②肺炎（画像診断によ  

る）以外の感染症、急性気管支炎、胆のう炎等では、抗生剤  

投与や輸液の必要があるが現在の区分にはあてはまらな  

V12 感染症   
い。③肺炎、尿路感染症以外の感染症の項目がない（胆のう  

8      炎、髄膜炎等）。④肺炎、尿路感染症以外の感染症⑤発熱  
を伴う種々の感染症（38度以上）。⑥感染症（耳下腺炎膿瘍  

などによる）に関しての評価がほしい。⑦肝炎、腎炎等を治  

療中   

Ⅵ2．a   抗生物質耐性菌感染   6  MRSA感染のため隔離室で管理している患者。   

Ⅵ2．c   肺炎   ロ  肺炎（軽、中症）は区分2とすべし。   

①咽頭炎、気管支炎（重症）。肺炎には至らないが高熱を伴  

い、治療が必要な場合。②高齢者では肺炎以外でもCRP高  

Ⅵ2・d   上気道感染   2    値で要治療の患者が多い（気管支炎や偽痛風、リウマチ性  

多発筋痛症など）。例えばCRPlOmg／dl以上の状態とするな  

ど。   

Ⅵ2．j   急性胆嚢炎   口  急性、慢性胆嚢炎。絶食にしない場合。   

Ⅶ1．c   発熱   
（D全般に渡り、発熱症状あり、治療の必要な患者。（胃療、全  

2   失語症、低栄養、重度片麻療）。②その治療中。   
Ⅶ1．d   幻覚   

Ⅶ1．g   胸水   

Ⅵ11．h   腹水   2  

Ⅷ1．新規  けいれん発作、一過性意識障害   

Ⅶ【1．新規  偽痛風、リウマチ性多発筋痛症など   
高齢者では肺炎以外でもCRP高値で要治療の患者が多  

6   い。例えばCRPlOmg／dl以上の状態とするなど。   
Ⅷ1．新規  ヘモグロビン8g／dl未満の貧血   

過去30日間に5％以上の体重減少、  
①低栄養。②栄養状態で高度の栄養障害を伴うもの。栄養  

Ⅷ1．0  
または過去180日間で10％以上の体 が 重減少あった   

ⅦⅠ2．a   中心静脈栄養   
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Z，b   末梢静脈栄養   2  終末期以外の一瞬的なもの。   

①意識障害が奉り経菅栄養の状態。②（経鼻、胃療など）  

ADL23点以上の胃療造設者については、発熱がなくとも常  

に医療を必要とする状態と考えられ、医療区分2に追加すべ  

き【⊃③発熱がなくても、経管栄養の場合は観察、処置に伴い  

人手を要する。④胃療カテーテル等患者が抜去して、容易  

に再挿入出来なかった様なケース。⑤胃療。⑥寝たきり状態  

Z．c   経菅栄養   19                                の患者で、経管または胃療栄養を行っている患者。⑦経管、  

胃療チューブ等交換を行った日。⑧発熱、嘔吐がなくても。。  

⑨経管栄養をしていて吸疾処置を必要とする場合。⑩経管  

栄養、胃療で下痢に対しての治療。⑪経菅栄養、輸液ルー  

トいバルーン処置等再三自ら抜去。⑫経鼻経管、胃療、腸ろ  

うからの栄養摂取（医学的管理が必要）。医療区分2の32を  

改変する。   

さ．d   発疹   2  ①発疹のある疾患。②カイセン症。  

皮膚の状態   6  足以外の蜂巣炎   

①維持期リハビリテーションを行っている状態。②91日から  

維持的リハビリテーションが必要な状  180 日以下。③機能維持のためのリハビリが必要な患者。③  
Il．1   J－1二   6             90日以下のリハビリテーション。④180日以下。30日では困  

昆崇  
難。回復期リハなみに90から180日にしてほしい。（回復期  

をとらない病院もあります）   

積極的リハビリテーションが必要な状   
Il．2  

①医療区分2の22を改変する。②91日から180日以下。③  
3  

Ⅰ3．a  関節可動域訓練   

Ⅰ3一．b  摂食、喋下訓練   
嘩下状態の悪い患者への経口摂取（吸引しながら行う）への  

3       評価。   

Ⅰ3．c  定時排泄誘導、膀胱訓練   

2．b   抗生物質注射   
①肺炎、尿路感染症ばかりでなく、敗血症、胆嚢炎等感染症  

3       にて抗生剤投与を行った場合。②抗生剤使用。   
Ⅱ1．a  抗がん剤療法   2  

①発熱に関係なく、施行されている患者。②胃療、腸療の管  

理を行っているもの。③人工月工門に皮膚処置を伴う場合。④  

Ⅲ1．c  胃療、腎療、人工月工門など療の処置  12            人工肛門のケア。⑤療に対する処置を行っている場合。⑥  

胃療孔、腎療孔の処置。⑦人工肛門の処置。⑧胃療（造設  
90日以内だけでも認めてほしい）。⑨ストーマの管理。   

Ⅱ1．g  吸引   3  喀疾吸引1日3回以上。   

Ⅱ1．h  気管切開口・気管内挿管のケア   6  気管切開、気管内挿管状態。   

Ⅱ1．i  輸血   2  輸血の施行日から7日間位は医療区分2にすべき。   

Ⅱ】．m  膳月光留置カテーテル   
原質的に膀胱カテーテルの留置が必要になる時々あります  

2       （2週間までとして）。   
（〇インスリン注射を必要とする。②インスリン投与が必要な糖  

Ⅲ］．p  インスリン皮下注射   3       尿病患者で合併症により自己注射が不可能な患者。医療区  
分2の35を改変する。   

Ⅲ1新  尿道カテーテル   2  尿道カテーテル挿入を行った日   

Ⅲ1新  膳胱バルーンにて、膳洗、持続膀洗   6  

を必要とする場合  

Ⅲ1新  排尿困難にて、頻回な導尿を要する 場合  ロ  
Ⅱ1新  間歓導尿   

Ⅱ2、b  （向精神薬の使用）抗不安薬   2  世気止め。   

Ⅱ2．d  催眠薬   

他  同…疾患で入退院をくり返すもの   

Ⅸ4．d（潰瘍のケア）、Ⅸ4．e（手術創の  

の他   ケア）、Ⅸ4．H足以外の創傷処置）、  

Ⅸ5．c（開放創）のいずれかに該当   



その他  入院リハの必要な全ての症例   

その他  RAにおける発熱、多発性関節痛増 強について追加が必要。  口  
その他  急性疾患の回復期で治療を継続して いる状態。  口  

テレビモニター監視下であったり、深  

その他   夜当直医が慣れていなくて主治医が  

呼び出された様な場合。   

その他  全て病態により医療区分3へ   

パーキンソン等、服薬の回数が5回  

以上の例、分類にかかわらず認知症  

その他    の加算について評価してほしい。50  
点（但し、心理テストを詳しくチキックする）   
高価薬剤についての評価、一般病院で  

その他   使用されているため、薬だけでも出来高  
払い   

その他  御家族への病状説明日（30分以上）   

その他  半固形化の経菅栄養で頻回に誤喋を繰 り返す場合  口  

その他  M－tub挿入を行った場合   

ASOによる末梢の循環障害があり、治療  
その他   が必要な状態   

その他  庫度の脳血管障害後遺症   

救急入院後30日間   

入院治療を要する胃潰瘍、十二指腸潰 瘍  口  
全症別、入院後3ケ月間   

センサーを必要とする認知リハビリ症例   

口腔ケア  

その他 声護度が高い人（基準は未定）  口  

その他  精神疾患、活動期の場合（統合失調症 等）  口  
その他 アルコール中毒  
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